
第１号様式

国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

１．調達内容

　（１）調達番号 財契090

　（２）調達件名及び数量

（内訳は仕様書のとおり）

　（３）納入期限

　（４）納入場所 国立大学法人大阪大学外国語学部

２．見積参加資格

　（１）国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。

　（２）本学と取引実績のある者であること。

３．見積書の提出場所等

〒565-0871  大阪府吹田市山田丘1-1　大阪大学本部事務機構2階

国立大学法人大阪大学　財務部契約課　政府調達係

電話　06-6879-4006

　（２）国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法

　（３）見積書提出期限

 ４．その他

　（１）契約保証金　　　　 免除

　（２）契約書作成の要否　  要

 　（３）その他詳細は、「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。　  　　

17時15分

外国学研究講義棟6階講義室　プロジェクター機器　一式

令和4年2月10日

令和4年3月31日

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホ
ームページにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。

公募型見積合わせ公告

　（１）見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参
　　　　加者心得、仕様書の交付場所及び問合せ先

令和4年2月17日



 仕 様 書 

 

件  名   外国学研究講義棟 6 階講義室 プロジェクター機器 一式 

           （内訳は別紙購入物品一覧表のとおり） 

 

 供給者は本仕様書及び別紙系統図、配置図に基づき下記の事項により、物品供給及び設置作業

等を行うものとする。 

 

記 

 

1.  設置場所は、国立大学法人大阪大学外国学研究講義棟６階 605～610、614、616、617、

619 とする。 

2.  ＜詳細仕様＞ 

・供給者は、搬入・据付・配線・調整等の一切を行うものとする。 

・既存の４３インチモニター（パナソニック(株)製 TH-43EQ1J）とスクリーン(新規)に同じ映像を

映すものとする。 

3.  納入期限は令和 4 年 3 月 31 日とする。 

4.  導入に際し、本学施設に損傷を与えないように十分な注意を払うように努め、万一、本学の建

物、設備等について破損汚損した場合は、本学担当職員に報告すると共に、供給者の負担にお

いて原状に復するものとする。 

5.  導入に際して発生した雑芥等は構外に搬出し、適正に処分するものとする。 

6.  作業については本学担当職員と随時打ち合わせを行い、適切な対応を取るものとする。 

7.  代金は、検収後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。 

8.  この契約について必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準

によるものとする。 

9.  その他本仕様書に明記されていない事項について疑義が生じた場合は、本学担当職員と協議

の上、解決するものとする。 



別紙　購入物品一覧表（外国学研究棟6階講義室　プロジェクター機器　一式）

品名 メーカー 型番 品名 メーカー 型番

1 10 台 液晶プロジェクター パナソニック（株） PT-VMW50J プロジェクター マクセル（株） MP-WX5503J

低天井用薄型金具 マクセル（株） HAS-104S

天吊ブラケット マクセル（株） HAS-9110

3 2 20 台 HDMI　1入力3分配器 イメージニクス（株） CRO-HD13

4 3 10 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ巻上スクリーン
（ケース入）

ケイアイシー（株） KMR-80AW

※上記セット番号1～3の各物品について、A案もしくはB案の物品いずれかを選択するものとする。

ケイアイシー（株） PJH-3950i

同左

同左

 行番号 セット番号 数量

A案 B案

1

2 10 個 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰﾏｳﾝﾄ



第２号様式

調達番号：　　財契090

調達件名：　　

見　積　金　額 金 円也

    　　
　　　令和　　年　　月　　日

    　
　　　国立大学法人大阪大学   殿

住　　所

会 社 名

氏　　名 ［印］

電話番号

　※ 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
　※ 見積書の日付は、提出日を記載してください。

見　　積　　書

　※ 本学が見積公告【２．見積参加資格（１）（２）】以外に見積参加資格を示した場合、それを
　　 有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

　国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準を熟知し、公募型見積合わせ方式参加者心得を承諾の
上、上記の金額によって見積します。

外国学研究講義棟6階講義室　プロジェクター機器　一式



供給すべき物品の表示：

（内訳は仕様書のとおり）

代金額 金 円也（うち消費税額及び地方消費税額 円）
　

第１条 供給者は、発注者に対し、物品の供給をするものとする。

第２条

第３条

第４条 物品の納入期限は、令和4年3月31日とする。

第５条

第６条 代金は、１回に支払うものとする。

第７条 代金は、検収後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。

第８条 契約保証金は、免除する。

第９条

第10条

第11条

　上記契約の成立を証するため発注者及び供給者は、次に記名し、印を押すものとする。

　この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。

発注者 吹田市山田丘1番1号

国立大学法人大阪大学

理事　中谷 和彦

供給者

物品供給契約書(案）

　上記の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３
の規定に基づき、代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。

  発注者　国立大学法人大阪大学理事　中谷 和彦　と供給者　　との間において、上記の物品（以下「物品」
という。）について、上記の代金額で、供給契約を結ぶものとする。

外国学研究講義棟6階講義室　プロジェクター機器　一式

物品は、国立大学法人大阪大学外国語学部に納入するものとする。

　供給者は、本契約に基づく物品等の運送にあたっては、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条
の15に規定する車種規制適合車等の使用義務を遵守すること。

　この契約について発注者と供給者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決に
よりこれを解決するものとする。

　この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と供給者とが協議して
定めるものとする。

　この契約について必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準によるもの
とする。

納品書は、国立大学法人大阪大学財務部契約課政府調達係に送付すべきものとする。

令和　　年　　月　　日


